
令和２年２月 18日 総務局国際部交流課 

第 2回札幌市感染症対策本部会議資料 

※望沈 早日 胜疫情 

（日本語意味）瀋陽市が一日も早く、この感染症に打つ勝つことを願っています。 

新型コロナウイルス感染症に係る 

友好都市 中国・瀋陽市への支援物資の送付について 

 中国での新型コロナウイルス感染症の拡大が深刻化する中、本市の友好都市である

瀋陽市から防護服等の支援物資の協力要請があり、下記のとおり、庁内で備蓄してい

る防護服セットを発送した。 

記 

１ 支援物資 

  感染防護服セット 500 セット 

（構成内容：ガウン/キャップ/ズボン/シューズカバー/N95 マスク/手袋（インナー）

/手袋（アウター）/ゴーグル） 

２ 送付先 

  中国・瀋陽市（1980 年 11 月 友好都市提携） 

３ 経緯及び今後のスケジュール 

  １月 28 日    瀋陽市から入電。瀋陽市のまちの様子やマスク・防護服等が不足し

ている旨の説明と、それらを扱っている事業者の紹介または物資の

提供について相談。 

  ２月 ２日   書面にて医療用防護服に係る支援依頼 

  ２月 ３日   防護服セット 500 セットを提供することを決定し、市長記者会見に

て発表 

  ２月 17 日   トラックへの支援物資の積み込み作業を実施 

  ２月 18 日   千葉県到着予定 

         ※週内に中国南方航空により成田空港から瀋陽空港へ輸送予定 

          輸送費は中国南方航空により免除 

４ その他 

  ２月 17 日付け瀋陽市長あて親書を送付 

５ 参考（積み込み作業の様子） 

資料６



スポーツ局対応事項（第２回札幌市感染症対策本部会議資料） 

【イベント関係】 

○2/15（土）政令指定都市市長会との共催によるシンポジウム 

 ・会場入り口に消毒液を設置するとともに内閣府のチラシを会場内に

掲示。（本部長指示事項①） 

○2/15（土）ＯＬＹＰＡＲＡ・ＳＡＬＯＮ（オリパラ・サロン） 

・消毒液を会場内に設置するとともに、開演前のアナウンス中に「新型

ウィルスの感染を防ぐ観点からオリンピアン・パラリンピアンの皆さ

んと直接接触する握手などは控えることとしておりますので、ご理解

とご協力をよろしくお願いいたします。」という内容を盛込んだ。（本

部長指示事項①） 

○3/5（木）・3/8（日）宮様スキー大会国際競技会開・閉会式 

・消毒液を会場内に設置（本部長指示事項①） 

○「2020 年第 7回スペシャルオリンピックス日本冬季ナショナルゲーム・

北海道」の中止 

 ・2/21（金）～2/23（日）に開催を予定していたが、大会参加を通じた

感染拡大等のリスクを考慮し中止。 

 ※札幌市では、アルペンスキー、スノーボード、ショートトラックスピ

ード、フィギュアスケートが実施される予定だった。 

【施設関係】 

○所管施設 

・委託の清掃業者に対し、人が良く触れる箇所（ドアノブや手すり等）

の消毒の徹底を指示。（本部長指示事項①） 

・ホームページに、新型コロナウィルス等に対する感染拡大予防対策へ

の協力依頼を掲載。（本部長指示事項②） 



2020.2.18 経済企画課 

【経済観光局】新型コロナウイルス関連肺炎に係る対応状況について 

１ 中小企業への支援（本部長指示事項③） 

(1) 相談窓口の設置 

1/29 より中小企業支援センター内に専用相談窓口「新型コロナウイルス肺炎に対

する緊急経営相談窓口」を開設 

※相談件数（2/14 現在）：13 件（来所２件、電話 11 件） 

うち、宿泊業５件、飲食業２件、旅行業１件 

(2) 融資制度の創設 

売上が減少し運転資金等の資金繰りに苦慮している中小企業者等への支援のため

の融資として、「新型コロナウイルス対応支援資金」を 2/7 に創設 

※新型コロナウイルス対応支援資金のご案内（別添） 

２ さっぽろ雪まつりでの対応（1/31～2/11）（本部長指示事項①②） 

(1) 会場管理者に感染症予防対策を周知し、注意喚起を実施するとともに、疑い例患

者への対応マニュアルを作成 

(2) 会場内の救急センター向け対応マニュアルを作成 

(3) 大通会場、つどーむ会場それぞれの救急センターに医師１名、看護師１名が常駐

（医師・看護師の常駐は例年同様の対応） 

(4) 雪まつりホームページにて感染症予防対策を周知（多言語対応） 

(5) 各会場内に多言語による咳エチケットポスターを掲示 

(6) 各会場内において多言語による注意喚起放送の実施 

(7) 会場内観光案内所や休憩所等への消毒液設置 

(8) 会場内従事者やボランティアへのマスク着用を推奨 

※疑い例の発生はなし 





令和２年（2020 年）２月 18 日 

第２回札幌市感染症対策本部会議資料（交通局） 

新型コロナウィルス肺炎に係る交通局の対応 

第１回本部会議にて報告済みの事項 

＜感染症予防のための周知（本部長指示事項②）＞ 

 ○駅構内放送 

  全駅にて、駅員によるアナウンスを１月 30 日（木）から実施。

   「札幌市からのお知らせです。感染症を予防するため、石鹸でよく手を洗い、咳やく

   しゃみが出るときには、マスクを付けるか、ハンカチや袖で口・鼻を覆いましょう。」

 ○ホーム旅客案内表示器（LED） 

  全駅にて、案内表示を１月 30 日（木）から実施。

   「感染症を予防するため、石鹸でよく手を洗い、咳やくしゃみが出るときには、マス

   クを付けるか、ハンカチや袖で口・鼻を覆いましょう。」

 ○路面電車情報利活用システムへのお知らせ掲出 

◇停 留 場 ：１月 29 日（水）から掲出。

◇ポラリス車内：１月 30 日（木）の営業運行から掲出。

 ○大通駅デジタルサイネージ 

 交通局業務用枠にて、１月 31 日（金）から掲出。

＜職員向けの対応（本部長指示事項①）＞ 

 ○マスクの着用 

  地下鉄・電車の乗務員や駅員等に、マスク着用の義務付けを１月 30 日（木）から実施。

第２回本部会議での新規報告事項 

＜市民や観光客向けの対応（本部長指示事項②）＞ 

 ○駅構内ポスターの掲示、地下鉄・電車の車内ポスターの掲示 

  駅構内や地下鉄・電車の車両にて、交通局業務用枠での掲示を２月８日（土）から実施。

 ○外国人旅行者向けコールセンター設置の周知・・・英・中・韓 

  北海道運輸局からの依頼により、日本政府観光局が設置した多言語コールセンター（事

故、病気等の非常時のサポート）のお知らせを、駅事務室の窓口や路面電車の停留場にて、

２月３日（月）から掲出。



令和２年（2020年）２月18日 

病院局 

新型コロナウイルス肺炎患者に係る市立札幌病院の取組みについて 

保健所からの指示等を受けて、新型コロナウイルス肺炎の入院患者を当院で受け入れる

場合には、一切外部に汚染するおそれのない感染症病棟において、感染症内科医他専門スタ

ッフが適切に治療にあたることができるよう、万全の体制を整えている。 

また、新型コロナウイルス肺炎の疑い患者については、国の基準に基づき、道・保健所の

指示のもと、当院感染症病棟の外来機能を活用し、適宜適切に対応しているところである。 

記 

１ 感染症病棟について 

  北海道知事から指定を受けた第一種及び第二種感染症指定医療機関 

２ これまでの取組み 

 〇感染症病棟患者受入シミュレーション（指示事項①）

感染症病棟運用マニュアル等に基づく個人防護具着脱訓練等を行う。 

 〇院内感染症対策会議 （指示事項①③）

  新型コロナウイルス感染症の流行状況や当院での受け入れする場合の対応について院

内で情報共有を行う。 

 〇来院患者への注意喚起（指示事項①②）

  中国など新型コロナウイルスの発生地へ渡航後、発熱、 

咳などの症状がある方は受診相談窓口へ申し出るよう出入口に中国語、英語併記の掲示

を行い、注意喚起をしている。 

〇来院者への手指消毒、マスク着用の呼びかけ（指示事項①②）

 当院ではかねてより消毒液を出入り口に設置し、来院者に対し、手指消毒の徹底を呼び

かけているほか、インフルエンザ流行等に備え、マスク着用の呼びかけも行っている。

〇市民への注意喚起（指示事項②）

 市立札幌病院公式フェイスブックで市民に対し、新型コロナウイルス関連肺炎の対策

に関する注意喚起を行っている。       


